
４章 電納ギア（写真以外のデータ登録） 
 ４－５．地質フォルダ（地質調査資料の情報入力） 

                        1               株式会社シャープ松山オーエー 

４－５．地質フォルダ 
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愛媛県の平成21年3月基準を選択しますと、 

自動的に『地質』作成されています。 

 

愛媛県の平成21年3月基準では国交省の 

『地質・土質調査成果電子納品要領(案)平成16年6月』

を使用します。 

愛媛県の平成21年3月基準より『地質調査資料』

が追加となっております。 

 

愛媛県の平成 21年度基準では『地質』フォルダは、当該工事でボーリング調査を行わ
なかった場合は納品が不要となります。また、当初発注の図面（委託のボーリング図面）

を入れる必要もありません。 
 

 
【参考】国交省の要領及び基準類はコチラ 
http://www.cals-ed.go.jp/index_denshi.htm 

 


